
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

あなたにとって困 ったことが無 いのが私 の一 番 の願 いです。  

しかし、もし困 ったことがあれば、我 が事 務 所 「下 川 原 行 政 書 士 事 務 所 」を  

２カ所 目 としてお考 えください。自 信 があるからこそ、「２番 目 」でいいのです！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行 政 書 士 （ぎょうせいしょし ）とは？  

行 政 書 士 とは、他 人 （ たにん ）の依 頼 (いらい )を受 （ う ）け報 酬 （ ほ う し ゅう ）を得 （ え ）て、  

官 公 署 （ か ん こ う し ょ う ）に提 出 （ て い し ゅ つ ）する書 類 （ し ょ る い ）または、その他 （ ほ か ）権 利

義 務 （けんりぎむ）または事 実 証 明 （ じ じ つ し ょ う め い ）に関 （ か ん ）する書 類 （ し ょ る い ）を作 成

（ さ く せい ）することを業 （ ぎ ょ う ）とする者 （ も の ）をいいます。  

 

 

学級目標  

いつも笑顔でいよう  

教室をきれいにしよう  

みんなで助け合おう  

ぎ ょ う む な い よ う  

♢  業 務 内 容  ♢  

下 川 原 行 政 書 士 事 務 所 ( しもかわらぎょうせいし ょ し じむ し ょ )では、主 （ おも ）に以 下 （ いか ）のよ

うな業 務 （ぎょうむ ）を取 （ と ）り扱 （ あつか）っています。  

■外 国 人 （ がいこ く じん ）を呼 （ よ ）び寄 （ よ ）せたい方 向 （ かたむ）け  

・在 留 資 格 認 定 証 明 書 交 付 申 請 (ざいり ゅう しか く にんていし ょ うめいし ょ )  

・査 証 (さし ょう ) （ V I S A （ び ざ ）申 請 書 類 （ し ん せいし ょ るい ）の準 備 ( じ ゅ んび )   

■日 本 (にほん )にいる外 国 人 （ がいこ く じん ）および ,  

その関 係 者 （ かんけいし ゃ ）の方 向 （ かたむ ）け  

  ・在 留 期 間 更 新 許 可 申 請 (ざいり ゅうきかんこう しんき ょ か しんせい )   

・在 留 資 格 変 更 許 可 申 請 (ざいり ゅう しか く へん こうき ょか しんせい )   

・在 留 資 格 取 得 許 可 申 請 （ ざいり ゅう しか く し ゅ と く き ょ か しんせい ）  

・再 入 国 許 可 申 請 （ さい に ゅうこ く き ょ か しんせい ）  

・資 格 外 活 動 許 可 申 請 （ し か く がいかつどうき ょか しんせい ）  

・就 労 資 格 証 明 書 交 付 申 請 （ し ゅ う ろう しか く し ょ うめい し ょこ うふ しんせい ）  

  ・永 住 許 可 申 請 （ え い じ ゅ う きょか しんせい ）  

  ・出 頭 申 告 （ し ゅ っ とう しん こ く ） （在 留 希 望 ） （ ざいり ゅうきぼう ）手 続 （ て つづき ）  

  ・国 際 結 婚 （ こ く さいけ っこ ん ）の婚 姻 手 続 （ こ ん いんてつづき ）  

  ・離 婚 手 続 （ り こん てつづき ）、親 子 関 係 （ おやこかんけい ）に関 （ か ん ）する手 続 （ て つづき ）  

  ・外 国 公 文 書 等 （ がいこ く こうぶん し ょ と う ）の翻 訳 （ ほ んや く ）  

■日 本 （ にほん ）の国 籍 関 係 （ こ く せきかんけい ）の手 続 （ て つづき ）  

  ・帰 化 許 可 申 請 （ きかき ょ か しんせい ）  

  ・国 籍 取 得 （ こ く せき し ゅ と く ）の届 出 手 続 （ と どけでてつづき ）  

  ■その他 （ た ）の業 務 （ ぎ ょ うむ ）  

  ・遺 言 （ ゆいごん ） ・相 続 手 続 （ そうぞ く て つづき ）   

  ・その他 （ た ）行 政 書 士 業 務 （ ぎ ょ う せいし ょ しぎ ょうむ ）  株 式 会 社 （ かぶ しきがいし ゃ ）などの法

人 設 立 支 援 （ほうじんせつりつしえん）、各 種 許 認 可 取 得 （ か く し ゅ き ょ にんかし ゅ と く ） 、  

  クーリングオフ （ く ー りん ぐ おふ ）の代 行 （ だ いこう ）など  

   

   

 
下 川 原 行 政 書 士 事 務 所 ( し もかわらぎ ょ うせい し ょ し じむ し ょ )  

〒 2 5 2 - 0 0 0 1  

神 奈 川 県 座 間 市 相 模 が丘 1 - 3 6 - 5 5  

ｸ ﾘ ｵ小 田 急 相 模 原 弐 番 館 1 0 9 号 室  
（ か ながわけん  ざま し  さがみがおか  1 - 3 6 - 5 5  

 く り お  おだきゅ う さがみはらにばんかん  1 0 9 ご う しつ ）  

☎ 0 4 6 - 2 9 8 - 5 3 5 0  

e - m a i l :  i n f o @ s h i m o k a w a r a - o f f i c e . c o m  
h t t p : / / w w w . s h i m o k a w a r a - o f f i c e . c o m /  

【営 業 時 間 】 （ え い ぎ ょ う  じ かん ）   

平 日 （ へ い じつ ）午 前 （ ご ぜん ） 1 0 時 （ じ ）～午 後 （ ご ご ） 6 時 （ じ ）  （ 年 末 年 始 ・夏 季 休 暇 除 く （ ね んま

つねん し ・ かき き ゅ うかのぞ く ）  

相 談 等 （そうだんとう ）は要 事 前 予 約 （ようじぜんよやく ） 。事 情 （ じじょ う ）により 、平 日 夜 間 （ へ い じ

つやかん ） 、または土 日 祝 日 等 （ どに ち し ゅ く じつなど ）も対 応 いたします。  

O f f i c e  H o u r s :  9 : 0 0  a m  –  1 8 : 0 0  p m ,   M o n d a y  t o  F r i d a y  ( E x c e p t  P u b l i c  H o l i d a y s )  

 

http://www.shimokawara-office.com/services/japanese-visa/application-for-certificate-of-eligibility/
http://www.shimokawara-office.com/services/japanese-visa/application-for-extension-permit/
http://www.shimokawara-office.com/services/japanese-visa/application-for-change-permit/
http://www.shimokawara-office.com/services/japanese-visa/application-for-acquire-permit/
http://www.shimokawara-office.com/services/japanese-visa/application-for-re-entry-permit/
http://www.shimokawara-office.com/services/japanese-visa/application-for-permission-to-engage-in-an-activity-other-than-permitted-under-the-status-of-residence-previously-granted/
http://www.shimokawara-office.com/services/japanese-visa/application-for-certificate-of-authorized-employment/
http://www.shimokawara-office.com/services/japanese-visa/application-for-permission-for-permanent-residence/
http://www.shimokawara-office.com/japanese-visa/translation
http://www.shimokawara-office.com/services/application-for-naturalization/
http://www.shimokawara-office.com/services/inheritance-last-will-and-testament/

